
　インターネットのサイト業者にお金を支払っただけで、「儲からずに終わってしまう詐欺」が
増加しています。
　この詐欺の誘惑パターンは、

などがあります。その手口を紹介します。

簡単副収入の話に注意 !! メール交換詐欺の被害が急増しています！

教えて
シリーズ消費生活

相談員さん
伊勢市消費生活センター
�������（☎21–5717　 22–5014）

予算額 865 万２千円（うち県補助 10 万円）

事例（詐欺の手口）
Ａさんがスマートフォンで次の広
告に誘われ、サイトへ「登録」を
してしまいました。

Ａさんはメールで何回か相談を受
け、回答（返信）しました。
すると、Ａさんに次のメールが届
きました。

Ａさんは再度、指示どおりにお
金を支払いました。ところがそ
の後、「相談」がなくなりました。
結局、サイト業者から報酬は支
払われず、合計５万円をだまし
取られました。

Ａさんが指示どおりにお金を支
払うと、その後、サイト業者か
ら「報酬」受け取りのメールが
届きました。

●�メールをするだけで稼げるバ
イト。自宅で１日 10分の副業
で２万円稼げる！
●�メールで人の悩み相談を受け
ると、収入が得られる！
●�未経験者でも大丈夫！
●�登録、相談事の受信は無料！

●�現時点での報酬は20万円で、
報酬受け取りには、有料ポイ
ント３万円分が必要です

●�相談の継続には有料ポイント
２万円分が必要です
●�現在のあなたの報酬は 15万円
です。途中でやめ
るともらえません

サイト業者
サイト業者 サイト業者

～分からないことは、消費生活センターに相談を !! ～

◇育児中におすすめ
◇すき間時間にできる簡単な仕事です
◇主婦で平均月収 20万円。最高で 60万円の収入を得ている人もいます
◇毎月の売り上げだけで生活ができます
◇サイドビジネスランキング第１位　など

こんなコトバはご用心！

①「見知らぬ人から大金がもらえる」などの話はあり得ません！
　　（例）「あなたに遺産を差し上げたい」などの場合もあります。

②「副業を始めるにはお金が必要です」と言われた仕事は要注意！
　　※就職するときに、新入社員が会社にお金を支払うことはありません。

③「報酬」を受け取るときに料金を請求されたら、注意しましょう！
　　（例）あなたの返信メールが「文字化け」して解読できない。解除ソフトに５万円が必要です。
　　※請求されるままに支払っても、さらに高額の請求が繰り返されるだけです。
　　※一度お金を支払ってしまうと、取り戻すことは困難です。
　　※業者の実態が定かではなく、支払い先から交渉相手を特定できない場合がほとんどです。

④インターネットで知り合ったメール交換相手を、簡単に信用しないようにしましょう！
　　※特に「相手をよく知らないＳＮＳなどの『知り合い』」には注意しましょう。

被害に遭わないために

①�本人が「すき間時間で儲けたい」と思い、インタ
ーネットで検索し、「誰でもできる簡単な仕事！」
「高収入！」「在宅ワーク！」などの誘い文句から
サイトに誘導され、契約してしまう場合

②�ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス〔ラ
インなど〕) での知人から、「スマートフォンで稼げ
るバイトで儲けている。やってみない
　か」と誘われ、契約してしまう場合
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